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表紙

（
電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく

）
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

第28期定時株主総会資料

●　事業報告

「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」

●　連結計算書類

「連結株主資本等変動計算書」

「連結注記表」

●　計算書類

「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」

第28期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

上記事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただい

た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとお

りであります。

① 当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制

　当社および子会社が継続、発展していくためには、全ての取締役、使用人が

法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持ち行動することが必要不可欠で

あると認識しております。

イ. 取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、

健全な企業経営に努めております。

ロ. 監査等委員でない取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々

委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を取締役会に報告

しております。

ハ. 取締役会は、取締役会規則、職務分掌規程、職務権限規程、関係会社管

理規程等の職務の執行に関する規程を制定し、監査等委員でない取締

役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行しております。

ニ. 定期的に実施する内部監査では、法令、定款および社内規程に準拠し業

務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表

取締役へ報告する体制を構築しております。

② 当社および子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する

体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の規程に基づ

き、安全かつ適正に保存しております。また、取締役は常時これらの文書を閲

覧できるようにしております。

③ 当社および子会社の損失の危険の管理に対する規程その他の体制

　当社および子会社は事業活動上の重大な事態が発生した場合には、当社代表

取締役指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損

失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。

　また、当社では法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時ア

ドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

④ 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

　当社および子会社は、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会

を開催し、取締役会規則により定められた事項およびその付議基準に該当する

事項は、全て取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行ってお

ります。

　また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務

執行の妥当性および効率性の監督等を行っております。

　日常の職務執行については、職務権限規程等の規程に基づき権限の委譲を行

い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応

じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体

制を構築しております。

⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

　当社は子会社の適切な管理および経営内容の的確な把握のため、当社の監査

等委員でない取締役または使用人を出向させることができるようにしておりま

す。

　また、当社の「関係会社管理規程」に定める管理担当取締役は、必要に応

じ、当社の取締役会において子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報

に関して報告する体制を構築しております。

⑥ 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しながら円

滑な情報交換とグループ活動を促進するため、適時、関係者による会議を開催

することとしております。

　「関係会社管理規程」に定める管理担当取締役は、同規程に基づく当社への

決裁・報告制度により子会社の経営管理を行うとともに、内部統制の実効性を

高める施策を実施し、必要に応じて子会社への指導・支援を行うこととしてお

ります。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査

等委員会で協議した上、必要に応じて使用人（以下、「監査等委員会スタッ

フ」という）を配置することといたします。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

⑧ 前号の取締役および使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事

項

　監査等委員会の求めにより監査等委員会スタッフとして使用人を配置した場

合の当該使用人の異動、人事考課等については、当該監査等委員会スタッフの

独立性を確保するため、監査等委員会の事前の同意を得ることといたします。

⑨ 第７号の取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会スタッフに関し、監

査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役および使用人に周知徹底するこ

とといたします。

⑩ 当社および子会社の取締役および使用人等が当社の監査等委員会に報告するた

めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、ならびに報告を行った

者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

イ. 監査等委員である取締役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席

するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、監査

等委員でない取締役または使用人にその説明を求めることができる体制を

構築しております。

ロ. 監査等委員でない取締役は、取締役会において担当する業務執行の状況等

を定期的に報告する体制を構築しております。

ハ. 監査等委員でない取締役および使用人等は、取締役の職務執行に関して重

大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及

ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する

体制を構築しております。

ニ. 監査等委員会に対して報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら

不利益な取扱いを受けないよう、監査等委員でない取締役および使用人等

に周知徹底するものとします。また、「内部通報に関する規程」において

も通報者の保護を規定しております。

⑪ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行にかかる費用等の処理について、その費用等が当該

監査等委員の職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用

等の処理を行うものとします。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

⑫ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

イ. 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課

題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意

見交換を行う体制としております。

ロ. 監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人および内部監査担当と連携を

図り、情報交換を行うとともに監査の実効性が確保できる体制としており

ます。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社および子会社は財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の４

の４に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長

の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機

能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととしております。

⑭ 反社会的勢力排除に向けた体制

　当社および子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および

団体とは一切の関係を遮断し、不当要求等を受けた場合は組織として毅然とし

た態度で臨むとともに、顧問弁護士や所轄警察署等の専門機関と綿密に連携

し、組織全体として速やかに対応することとしております。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

①　内部統制システム全般

　代表取締役社長の指示の下、内部統制プロジェクトチームおよび内部監査担

当がモニタリングしリスク評価を行って、必要に応じて改善を進めておりま

す。また、内部統制プロジェクトチームは、金融商品取引法に基づく「財務報

告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

②　グループ経営管理体制

　「関係会社管理規程」を整備し、子会社への指導・支援および子会社からの

報告を通じて重要な情報を共有し、当社の取締役会において企業グループとし

ての判断を行っております。

－ 4 －
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③　コンプライアンスに対する取り組み

　コンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンス重視の経営の推進、

強化を図り、社内外の問題について検討、諮問を行っております。また、内部

通報制度による通報・相談窓口の周知に努めております。

④　取締役の職務の執行

　取締役として出席する定例取締役会および適宜開催の臨時取締役会におい

て、重要事項が決定されております。また、取締役会規則および職務権限規程

等の規程に基づき、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を行っておりま

す。

⑤　監査等委員の職務の執行

　監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会その他重要な会議へ出

席するほか、重要書類の点検、代表取締役社長等との定期的な意見交換等を行

って、取締役の職務の執行状況、内部統制の運用状況等の監査を行っておりま

す。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,203,277 3,261,516 △3,732,678 △0 732,115

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 667,340 667,340 1,334,681

資本金から剰余金へ
振 替

△1,173,277 1,173,277 －

欠 損 填 補 △3,821,200 3,821,200 －

親会社株主に帰属す
る当期純損失（△）

△632,087 △632,087

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 △505,936 △1,980,582 3,189,113 － 702,594

当連結会計年度末残高 697,340 1,280,933 △543,564 △0 1,434,709

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括利
益累計額合計

当連結会計年度期首残高 △34 △34 1,788 733,869

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 1,334,681

資本金から剰余金へ
振 替

－

欠 損 填 補 －

親会社株主に帰属す
る当期純損失（△）

△632,087

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－ － △1,013 △1,013

当連結会計年度変動額合計 － － △1,013 701,580

当連結会計年度末残高 △34 △34 774 1,435,449

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

－ 6 －
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連結注記表

　連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　１社

・連結子会社の名称　　　　　　日本革新創薬株式会社

②　非連結子会社はありません。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

①　有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。

　市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品……………………………………最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）を採用しております。

③　固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産…………………………定率法によっております。ただし、2016年４月

（リース資産を除く） １日以降に取得した建物附属設備については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　８年～22年

工具、器具及び備品　３年～15年

ロ．無形固定資産…………………………定額法によっております。

（リース資産を除く） なお、自社利用目的のソフトウエアについては

社内における見込利用可能期間（３～５年）、

契約関連無形資産については契約期間に基づい

ております。

④　繰延資産の処理方法

　　株式交付費、新株発行費……………支出時に全額費用処理しております。

⑤　引当金の計上基準

　　貸倒引当金……………………………債権の貸倒損失の発生に備えるため、特定の債

権について個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

－ 7 －
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⑥　収益及び費用の計上基準

　　顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための

５つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　　事業収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収入、契約一時金及びマイルス

トーン収入等が含まれます。ロイヤリティ収入は、ライセンスアウト先の企業の売上高

等に基づいて生じるものであり、ライセンスアウト先の企業において自社創製品及び導

入品が販売された時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販

売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されること

から、当該時点で収益を認識しております。マイルストーン収入は、顧客との契約で定

められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務

であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識

しております。

　　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。

⑦　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益

として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年

改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。）第65－２項(2)ただし

書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算

書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（投資有価証券の評価）

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式）　130,200千円

(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、投資有価証券（非上場株式）の実質価額が著しく低下した場合、将来の

回復可能性を加味したうえで減損処理の要否を検討しております。将来の事業計画により実

質価額が取得価額まで回復が見込まれなかった場合、投資有価証券評価損を認識することで

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

－ 8 －
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連結注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 112,135千円

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

普通株式 41,625,512株 12,626,200株 － 54,251,712株

４．連結貸借対照表に関する注記

(2) 財務制限条項

当社は株式会社みずほ銀行と限度貸付契約を締結し、2020年11月25日に借入を実行してお

ります。

なお、当連結会計年度の末日における限度貸付契約に係る借入実行残高は次のとおりであ

ります。

借入実行残高　　　　　　　　　　　　　　　　 71,428千円

借入において、借入先との間で、主に、財務制限条項（各年度の決算期末日における単体

及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の数に維持すること）及び遵守事項

（当社が株式会社メドレックスと協働して行う事業（DW-5LBT）の「パイプライン」に関わ

る製品について、借入先と合意した時期までに承認申請及び販売開始を行うこと等）が付さ

れており、これらに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。

　なお、当連結会計年度末において、遵守事項に抵触する事象が発生いたしましたが、借入

先金融機関からは、期限の利益喪失の留保について通知を受けております。

当社は株式会社みずほ銀行と限度貸付契約を締結し、2022年11月30日に借入を実行してお

ります。

なお、当連結会計年度の末日における限度貸付契約に係る借入実行残高は次のとおりであ

ります。

借入実行残高　　　　　　　　　　　　　　　　440,000千円

借入において、借入先との間で、主に、財務制限条項（各年度の決算期末日における単体

及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の数に維持すること）及び遵守事項

（当社がアクチュアライズ株式会社と協働して行う事業（DWR-2206）の「パイプライン」に

関わる製品について、借入先と合意した時期までに承認申請及び承認取得を行うこと等）が

付されており、これらに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

（変動事由の概要）

発行株式数の増加数の内訳は、以下のとおりであります。

新株予約権の行使による増加　　　　　　　　　　　　　　 12,160,200株

譲渡制限付株式報酬の発行による増加　　　　　　　　　　　　466,000株

(2) 当連結会計年度末における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。)の目的となる株式の種類及び数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,489,800株

－ 9 －



2026/02/19 19:00:05 / 25283507_株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所_招集通知

連結注記表

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投 資 有 価 証 券
貸 倒 引 当 金 （ ※ 2 ）

12,477
△12,477

資産計 － － －

長期借入金(１年内返済予
定の長期借入金を含む)

605,178 605,178 －

負債計 605,178 605,178 －

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 130,200

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業運営上必要な資金以外の一時的な余資を流動性及び安全性の高い金

融資産により運用しております。銀行借入及び第三者割当による増資により調達した資金の

使途は共同開発中のパイプラインに係る費用及び研究開発資金、事業運営資金であります。

②金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建のものにつ

いては、為替変動のリスクに晒されております。当該リスクについて、取引先ごとに期日管

理及び残高管理を行っております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であ

り、発行体の財務状況等を把握し、リスクの軽減を図っております。

　営業債務である未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクは

僅少でありますが、各部門からの報告に基づき、管理部門が月次で資金繰状況を管理すると

ともに、日次で資金の残高を確認するなどの方法により、手許流動性を一定水準以上維持す

ることにより管理しております。一部外貨建のものについては、為替変動のリスクに晒され

ております。借入金は金利の変動リスクに晒されております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（単位：千円）

（※1）「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金

であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

（※2）投資有価証券に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※3）市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。連結貸借対照表

計上額は、以下のとおりであります。

－ 10 －
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 － － － －

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(１年内返済予

定の長期借入金を含む)
－ 605,178 － 605,178

負債計 － 605,178 － 605,178

(3)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（注）当連結会計年度の投資有価証券12,477千円に対して、貸倒引当金12,477千円計上してい

るため、貸倒引当金を控除して表示しております。

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

　長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時

価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時

価に分類しております。

－ 11 －
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連結注記表

オランダ 日本 その他

顧客との契約

から生じる収

益

その他の収益
外部顧客への

売上高

327,224 60,076 319 387,620 － 387,620

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首） 125,023

顧客との契約から生じた債権（期末） 94,502

(1) １株当たりの純資産額 26円44銭

(2) １株当たりの当期純損失（△） △13円19銭

７．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、創薬事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益

を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.連結計算書類の作成

のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「(3) 会計方針に関する事項 ⑥収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並

びに当連結会計年度において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込

まれる収益の金額及び時期に関する情報

①顧客との契約から生じた債権の残高

　顧客との契約から生じた債権は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

②残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないた

め、実務上の便法を適応し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、

顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

そ　の　他
利益剰余金

利益剰余金
合　　　計

繰　　　越
利益剰余金

当 期 首 残 高 1,203,277 3,302,619 － 3,302,619 △3,821,200 △3,821,200

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 667,340 667,340 667,340

資本金から剰余金への振替 △1,173,277 1,173,277 1,173,277

準備金から剰余金への振替 △2,647,923 2,647,923 －

欠 損 填 補 △3,821,200 △3,821,200 3,821,200 3,821,200

当 期 純 損 失 （ △ ） △622,475 △622,475

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 △505,936 △1,980,582 － △1,980,582 3,198,724 3,198,724

当 期 末 残 高 697,340 1,322,036 － 1,322,036 △622,475 △622,475

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価
証券評価差
額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △0 684,695 △34 △34 1,788 686,449

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,334,681 1,334,681

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠 損 填 補 － －

当 期 純 損 失 （ △ ） △622,475 △622,475

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△1,013 △1,013

当 期 変 動 額 合 計 － 712,205 － － △1,013 711,191

当 期 末 残 高 △0 1,396,901 △34 △34 774 1,397,640

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

－ 13 －



2026/02/19 19:00:05 / 25283507_株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所_招集通知

個別注記表

　個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式………………………………移動平均法による原価法を採用しております。

・その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。

　市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品……………………………………最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産………………………………定率法によっております。ただし、2016年４月

（リース資産を除く） １日以降に取得した建物附属設備については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　８年～22年

工具、器具及び備品　３年～15年

②　無形固定資産………………………………定額法によっております。

（リース資産を除く） なお、自社利用目的のソフトウエアについては

社内における見込利用可能期間（３～５年）、

契約関連無形資産については契約期間に基づい

ております。

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費、新株発行費……………………支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………………………………債権の貸倒損失の発生に備えるため、特定の債

権について個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(5)　収益及び費用の計上基準

　顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための５

つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　事業収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収入、契約一時金及びマイルスト

ーン収入等が含まれます。ロイヤリティ収入は、ライセンスアウト先の企業の売上高等に

基づいて生じるものであり、ライセンスアウト先の企業において自社創製品及び導入品が

販売された時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の

付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該

時点で収益を認識しております。マイルストーン収入は、顧客との契約で定められた、規

制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条

件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

－ 14 －
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個別注記表

　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益と

して処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への

影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（投資有価証券及び関係会社貸付金の評価）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

投資有価証券（非上場株式）　130,200千円

関係会社短期貸付金　　　　　150,000千円

貸倒引当金（流動）　　　　　150,000千円

(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

　当社では、投資有価証券（非上場株式）の実質価額が著しく低下した場合、将来の回復可

能性を加味したうえで減損処理の要否を検討しております。将来の事業計画により実質価額

が取得価額まで回復が見込まれなかった場合、投資有価証券評価損を認識することで当社の

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、関係会社への貸付金の評価

にあたっては財務内容評価法に基づき評価しております。財務内容評価法により経営状態、

財政状態、事業計画の実現可能性を考慮した上で、支払能力を総合的に判断した結果、貸付

金に対して貸倒引当金を計上しております。翌事業年度以降、業績の影響等により関係会社

短期貸付金の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

①有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　 78,047千円

②関係会社に対する金銭債権及び債務

　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,264千円

　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,947千円

③財務制限条項

連結注記表の「４.連結貸借対照表に関する注記（2）財務制限条項」に同一の内容を記載

しているため、注記を省略しております。

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

　営業取引による取引高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,490千円

　営業取引以外による取引高　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,819千円

－ 15 －
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個別注記表

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数

普通株式 286株 －株 － 286株

（繰延税金資産）

繰越欠損金 1,624,391千円

減価償却超過額 29,220千円

貸倒引当金 51,180千円

株式報酬費用 17,853千円

棚卸資産評価損 185千円

投資有価証券評価損 36,716千円

関係会社株式評価損 190,512千円

その他 746千円

繰延税金資産小計 1,950,806千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,624,391千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △326,414千円

評価性引当額小計 △1,950,806千円

繰延税金資産合計 －千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

７．税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(2)法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会

で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度から、「防衛特別法人税」

の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年１月１日から開始する事業年度

以降において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産については、法定実効税率を

30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。

－ 16 －
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個別注記表

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

科目
期末
残高

子会社
日本革新
創薬株式
会社

所有直接
77.9％

役員の
兼務

資金の
貸付

管理業務
受託（注1）

3,600
未収
入金

330

資金の貸付
（注2）

50,000
短期

貸付金
150,000

利息の受取
（注2）

2,219
未収
収益

1,931

種類
会社等の

名称又は氏名

議決権等の所
有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内
容

取引金額 科目
期末
残高

役員 日高　有一
(被所有)
直接

9.50％

当社代表
取締役社長

金銭報酬
債権の現
物出資
（注）

17,997 － －

(1) １株当たりの純資産額 25円75銭

(2) １株当たりの当期純損失（△） △12円99銭

８．関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1.管理業務受託に係る取引金額は、取引規模を総合的に勘案し交渉の上決定しておりま

す。

2.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、同貸付に対して150,000千円の貸倒引当金を計上しており、当事業年度において

50,000千円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上しております。

(2)役員及び主要株主等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

９．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　７.収

益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 17 －
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